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審議会等

の名称  

平成 25年度第 1回阿見町立学校再編検討委員会  

開催日時  平成 25年 6月 22 日（土） 午後 2時 00 分から午後 5時 15分  

開催場所  阿見町役場 3 階 第 301会議室  

議 題  1．阿見町立学校再編検討委員会の概要について 

2．阿見町及び阿見町立学校の現況について 

3．町立学校の再編に関するアンケート調査について  

公開・非

公開の別  

公開 ＊傍聴者 1人  

議事結果  【出席者】（委員）  

糸賀忠委員，大久保久夫委員，坂本靖夫委員，田村敏博委員，小松澤唯一委員， 

長尾和博委員，北澤孝雄委員，藤山英夫委員，堺仁美委員，後藤祐一委員， 

篠﨑明夫委員，岡田治美委員，大越きよみ委員，高野好央委員，藤平竜也委員， 

菅谷道生委員，立原秀一委員，中島雅己委員の 18 人 

（町教育委員会） 

青山教育長 

学校教育課：黒井課長，小倉補佐，山本係長，小林主事 

【次第】 

１．開会 ２．委嘱状交付 ３．教育長あいさつ ４．委員紹介 

５．委員長，副委員長の選出について ６．諮問書の交付 

７．議事 

（1）阿見町立学校再編検討委員会の概要について〔資料１〕 

（2）阿見町及び阿見町立学校の現況について〔資料２〕 

（3）町立学校の再編に関するアンケート調査について〔資料３〕 

８．閉会 

【会議の概要】 

・ 会議の冒頭に各委員に対し委嘱状が交付された。 

・ 委員長に北澤孝雄委員，副委員長に田村敏博委員が選出された。 

・ 教育長より北澤委員長あてに諮問書が手渡された。 

・ 次第７については事務局より資料に基づく説明が行われ，その後，質疑応答，意

見交換が行われた。この内容は以下のとおり。 

【会議内容】 

３．教育長あいさつ 

改めまして皆さんこんにちは。地区の代表の方々には、夕べ町民運動会の集まりが

ありまして、長い時間遅くまでお世話になっております。また、今朝役場の職員がボ

ランティアで 125号バイパスのところのごみ拾いをしましたときにも、地区の皆さん

南平台の区長さんなどにもお骨折りをいただきまして、また、この会議で続けて 3度

目でございます。地区の方々のお骨折りなくして役場は何も右手左手両足をとられた
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ような感じで、地区の方々のご協力なくしては何事も立ち行かないという状況でござ

います。日ごろからのご協力にまずもって本当にお礼を申し上げたいと思います。ど

うもありがとうございます。 

この委員をお願いいたしましたところ、皆さんどなたも快くお引き受けいただきま

して，本当に感謝の思いでいっぱいでございます。ありがとうございます。お手元に

先ほど資料としてお届けしております，この「阿見町教育振興基本計画」、これも皆

様のご協力を持ちまして、昨年度、2 年間掛けて作成いたしました。表紙のところに

「学びあい・支えあい・共に輝く人づくり」と、私ども阿見町教育委員会で目指して

いることを掲げさせていただいております。66 ページをお開きいただきますと、第 4

章「安全・快適で質の高い教育環境の創造を図る」ことを施策の基本的方向性の一つ

として捉えております。基本方針のところにうたっておりますように、小中学校の教

育環境と適正配置の検討を行い，学校再編計画の策定を図ることとしております。こ

のようなわけで，今日お集まりいただいております。阿見町の小中学校の児童生徒数

は，小学生が昭和 59 年の約 3,900 人を境にどんどん減っております。中学生は昭和

62 年の約 2,100 人を境に，今年 5 月には小学生が約 2,600 人に，中学生が約 1,300

人と減尐しているような状況でございます。数年後には複式学級が見込まれる学校が

ございます。その一方で，本郷小学校においては，地区の人口増に伴い児童数が増加

し，今後も増加が見込まれるところでございます。そういうわけで、今年度プレハブ

校舎の建築を予定しているところでございます。こうしたことから，阿見町立学校再

編検討委員会を設置し，地域の実情を踏まえて，さらに子どもたちにとってより良い

教育環境を確保し，充実した学校教育を実現するため，様々なお立場から幅広いご意

見をお伺いすることといたしました。貴重な方々に貴重な時間を割いていただいてお

りますので、どうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。本当にご協力感謝して

おります。 

 

４．自己紹介 

委員、事務局自己紹介 

 

５．委員長，副委員長の選出について 

委員 事務局案がありましたら、お願いしたいと思います。 

事務局 事務局というご意見がございましたが、事務局からでよろしいでしょうか。

事務局といたしましては、この学校再編に関わる問題は，学校だけの問題だけでは

なく、地域の問題でありますとか、阿見町全体に関わる非常に重要な問題であると

考えておりますので、できればやはり地域の代表の方８名の委員が出ていただいて

おりますが、地域の代表の方から、選出していただくのが良いのではではないかと

考えておりますが、いかがでしょうか 

複数委員 異議なし 

北澤委員 地域というとどこを指すのか。 
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事務局 委員名簿の No1の糸賀委員から 8の藤山委員の 8名の委員からお願いできれ

ばと思います。 

委員 地域ということで、各小学校区で区長の役員をしている関係で、その中から選

ばせていただいたというか、役員会の中でそういう決定をして本日臨んでいるわけ

ですが、役員ということになりますと、やはり学校関係の方のほうが、いろいろと

深いつながりもあるし、知識的にも相当お持ちではないかという気がしますので、

地域ということに限定しないで、学校関係というと保護者の代表の欄もございます

し、小学校中学校の校長先生も代表としておいでになっていますし、あるいは議会

としても議長までおやりになられた、現在町議会の民生教育常任委員長の諏訪原さ

ん、本日残念ながら欠席のようですが、あまり地域ということにこだわらないで選

ばれたほうが良いのではないかということを申し上げたいと思います。 

事務局 ただいま北澤委員から地域の代表にこだわらず全体からという意見があり

ましたが、他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

委員 全体からというお話でしたが、保護者を代表するものというとどうしても考え

方が狭いところにいきがちだと思うので、自分たちの子供が現在通っているという

ことがあるので、それよりも大きな目で全体を見れる方が、やはり委員長になって

いただいた方がいいのではないかと私は思います。 

事務局 藤平委員からもご意見がございましたが、事務局といたしましても同じよう

に学校だけではなく、町全体を見ていただくということからも、地域の代表の方か

ら選出していただくのがいいのではないかと思っています。 

委員 今のお二人のお話は地域というよりも、見識のある経験のある方をいうこと

で、私も区長ですが、仮に私がなったとしても経験がまったく不足ですので今出た

委員の中から、全体の統括をして全体の意見を見据える方でないといけないので、

偏った意見ではいけないので、そういった方から選出していただくのがいいのかな

と。ただ、保護者の方で私にやらせてくださいと立候補する方がいれば別ですが、

やはりなかなかいろんな事情があるでしょうから。 

委員 学校を代表して出てきているわけですが、どうしても教員サイドの見方、考え

方になってしまうということで、地域の方までご意見を伺っていくというところま

でいくかどうかちょっと不安です。区長会の皆さんであれば、区長会を開いていろ

いろな地域の方とこの話題について、話し合いができるのではないかと思うのです

が、学校長は校長会とか学校内という小さい中での話し合いということになってし

まうので、ぜひとも地域を代表してきていただいている区長さんの中から選んでい

ただいて幅広い意見を吸い上げていくというのが、どうなのかなと私自身は感じて

おります。 

委員 一番理想的なのは諏訪原議員ですよね。先ほど北澤委員がおっしゃられたとお

り議会の議長までやられて、地域全体、阿見全体を把握されているという人が、イ

ニシアティブをとっていただくのが、一番理想的ではないかと思うんですけどね。

本人がたまたま欠席なんで、分かってて来なかったのか分かりませんが、そういう
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中で北澤さんも、今区長会長として大変な役職をお持ちなんで、大変なのは良く分

かるんです。区長会の中でというと、固有名詞になってしまいますが北澤区長会長

ということにならざると得ないが、そこには責任感を持って第一声としてあのよう

な話になっているかと思うので、その辺もご斟酌いただいて、諏訪原さんあたりを

一回説得されてはどうかなとは思います。ただ、ご本人が欠席で今日中に決めなけ

ればというのであれば事務局でいろいろ判断されるのがいいのかなと思いますが。 

委員 司会とか進行役に委員長がなられますので、大変難しい立場ですが、客観的な

お立場の方でないと、たいへん大切な問題ですので、そういう意味では中島先生な

どは第三者的なお立場に立てるのでは、学識経験者というお立場で出ているので、

そういう役割というのは無理なんでしょうかね。 

委員 私、こちらに赴任してから 15 年になるんですね、それほど長くはないんです

よ。役としてはスポーツ推進委員だとか行政区の育成会長も 3年やってますが、全

体を把握しているわけではないので、私としては区長様方のほうが、本当に地域の

ことをよく分かっておられますのでいいのではないかなと思いますが。先ほどあり

ましたように、議員さんが理想かなと思いますが、今日ご欠席ですので、欠席裁判

というわけにはいかないですよね。 

委員 尐し体調を崩されたようですので、2年続く委員ですので負担が大きいかもし

れないですね。一番身近におりますので、尐し心配ですね。退院はされております

が。中島先生と北澤区長のどちらかが委員長をされて、お一人が副委員長というの

はいいんじゃないですかね。 

委員 地域の代表ということで、田村委員から申し上げていただきましたが、区長会

を預かって今年で 4 年目になりますが、約 30 位の委員をやっているわけですよ。

その中で非常に重い役を預かっている委員会もございます。それから単に体だけ出

て、その場で状況を判断してという委員会も 30 の中にはあります。でも、今真剣

に取り組んでいる大きな委員会の責任者になっておりまして、なんとしても解決し

なければならないという自分の意思で、自分を叱咤激励している委員会もございま

す。大きな委員会では、第 6 次総合計画の副会長にもなっております。これも断り

続けたんですけども、どうしてもということで引き受けざるを得なくなったと、こ

ちらも各論に入ってまいりまして、区長会としても意見をしなければならないとい

うことで、さらに勉強もしなければいけないということもあります。いかんせん一

日に 3 つもの委員会に出ていると整理ができないくらい書類の山になっちゃいま

す。この問題も、そういう役でなければ皆さんが了承をしてくれればという問題も

ありますが、十分な役を果たすことができないのでは、失礼なことをして申し訳な

いと思いますので、そういう状況にあることを是非ご理解をしていただければと思

います。諏訪原さんのことは、長尾さんから健康上の問題というお話をいただきま

したが、ご本人の状況が分かりませんが、立場からいえば適任の方といいますか知

識の広い、うまく地域のことも視野の広い、顔の広い方ですのでいろいろな方の話

しを聞きながら、地域の声を吸収して、対案を出してうまくまとめていかれる方で
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はないかなと私は個人的には考えております。その辺をご理解いただいて、地域の

中で私に変わってやってくれる方がいれば別ですが、地域の代表で私でという話に

なると今のような状況がありますので、別の状況で立っていただければと、私は立

原校長先生が「視野が」といわれますが、逆に我々は教育会のことは、意外と知識

が疎いものですから。そういったところで菅谷校長先生も代表で出ておられますの

で、お考えいただければと、諏訪原さんがだめであればと思いますが。 

事務局 諏訪原委員、中島委員、校長先生、これまでいろいろなご意見がございまし

た。諏訪原委員は健康上の問題がございますし、今回、議会代表の立場で出ていた

だいております。中島先生におかれましては、子どもさんがおられて地区の委員な

どをやっていただいていますが、まだ 15 年というお話がありました。また、校長

先生方という意見もございましたが、現職の校長先生ですので委員として町全体を

考えていただくのはもちろんですが、まず、それぞれご自分の学校の運営というの

が第一であるということもあると思いますのでそこは外して、やはり町全体をとい

うのは難しいということがございます。地域の代表としては区長会の役員の皆さん

に出ていただいていますが、北澤会長さんからも 30 ぐらいの委員会とありました

が、かなりの委員会があって、それぞれのお立場でご参加いただいていることは、

もちろん事務局といたしましても十分承知をしてりますが、それでも今回のテーマ

からいたしますと、区長会の委員の 8 名の中から、ぜひ選出できれば委員長･副委

員長をお出しいただけるとありがたいというのが事務局の考え方ということでご

ざいます。 

委員 困りましたね、そのような案を強く出されちゃうと。 

事務局 それでは、尐し時間が経過しましたので、10 分ぐらい休憩を入れさせてい

ただいて、ご相談していただきたいと思います。別の部屋もありますので、よろし

ければご利用いただいて、よろしくお願いいたします。 

【約 33分中断】 

事務局 会議を再開いたします。 

委員 皆さんに大変時間をロスさせまして申し訳ございません。事務局の原案通り地

域代表として、委員長に北澤委員、副委員長に田村委員と決めましたのでよろしく

お願いします。 

     （承認の拍手あり） 

事務局 北澤委員長、田村副委員長よろしくお願いいたします。それでは、正面中央

の席にご移動をお願いいたします。改めまして、阿見町立学校再編検討委員会の北

澤委員長にごあいさつをお願いいたします。 

委員長 大変時間を長く皆様をお待たせしまして恐縮しております。今区長会から 8

名出ているわけでございますが、ざっくばらんに、それぞれからの委員から建設的

な話がございました。委員の共通認識としては、区長会は地域の代表ではあります

けども、学校に関しては実質的にも学校の先生方あるいは PTA 会長の皆様方に比べ

ますと非常に知識的には乏しいところがございます。とはいいながらも事務局の要
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請も重いということで 8 人が 8 人のそれぞれの意見を述べまして、結果として区長

会長が責任を取らざるを得ないだろうということになりました。私も先ほども申し

上げました状況の中で、能力的にもそんなにずば抜けたものを持っているわけでも

ないし、年齢的にも見てのとおりの頭の状況にもございます。ですから、この難し

い問題を 2年間にわたってまとめていけるのか不安なところもございますが、是非

皆さん方これだけの難しい問題ですから、それに関係のある方ですので、忌憚のな

い意見を出していただいて、時には紛糾もするでしょうが、その都度対案をどう出

すべきかとか、お互い意思の交換をしていろいろと意見をいただいて、それを委員

長、副委員長に選ばれたわけですからうまく取りまとめて、そして合意点を見出し

ていければと、そういうことに向かって努力していく、しかしながら皆さんの協力

なくしてはできないことですから、ご支援ご協力よろしくお願いしたいと思いま

す。まとまりのないあいさつになりましたが、あいさつとさせていただきます。こ

の後、副委員長の区長会の副会長ですがお願いします。 

副委員長 図らずもこういうことになってしまいまして、区長会から委員長･副委員

長と重責を担うようになってしまいましたが、これから 2 年間委員長を支えてい

く、そして皆さんとの話し合いをうまく取りまとめていきたい。一番は強調してお

きたいことは、委員長の犬馬の労を取っていきたいと思っております。これから 2

年間いろいろな意見等が相反することも出てくると思いますが、ぜひともご協力の

ほどお願いして挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。北澤委員長、田村副委員長どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

６．諮問書の交付 

青山教育長から北澤委員長に諮問書を交付する。 

委員 私も、初日からこんなに時間がかかると思わなかったので、4 時に別件の約束

が入っていましたもので、きょうはここで失礼させて下さい。 

事務局 それでは議事に入らせていただきます。議事の進行は委員会規則第 6条の規

定によりまして、北澤委員長にお願いいたします。 

委員長 それでは議事に入ります。先ほどあいさつさせていただきましたが、皆さん

方の忌憚のない積極的なご意見をいただければと思っております。それでは、はじ

めに議事の１、阿見町立学校再編検討委員会の概要についてということで、事務局

から説明をお願いします。 

事務局 資料 1について説明。 

委員長 委員の皆さんからご意見ご質問がありましたらどうぞ 

委員 第 2条の中で、阿見町立の小学校及び中学校の再編計画の策定となっているん

ですが委員の中には小学校の PTAは出ているが、中学校からは出ていないが問題は

ないのでしょうか。 

事務局 阿見町の中学校は、阿見中であれば阿見小、吉原小、第二小の子どもたちが
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くるということになっています。当然小学校の再編になると中学校も自動的に影響

がありますのでこのような記述にさせていただきました。基本的に考えることはこ

れから説明しますが、中学校の阿見町の今の規模は再編が必要ない適正な規模とな

っておりますので、この件に関しては資料２で説明させていただきます。 

委員 今の説明ですと小学校が対象になるということですが、小学校のほうから代表

で出ています校長先生はお一人なんですね。私もこの会議に出るまでに予測してま

したけど、小学校の数とかデータをお示ししていただいておりますけど、対象とな

る学校というのは、たとえば吉原小とか、君原小とか実穀小だとか当然再編の対象

となろうかと想像しているんですが、そこの校長先生のご意見を聞くということは

どうなんでしょうか。メンバーが地域と保護者はカバーされているんですが、その

点尐し心配を感じます。 

事務局 これから再編計画を策定していく中で、今ところは白紙の状態で、まだ具体

的にはどこがということは無い中で、この検討委員会の中でそういった再編パター

ンなどについても議論をしていただくことになっています。ですので、特定の学校

の誰かということではなく全部の学校から参加していただいているということで

す。中学校の PTAの代表の方に関しては、PTA の代表の方は高学年のお子様をお持

ちの会長さんだということで、中学校の様子なども分かるのではないかということ

で、今回は小学校 PTAから来ていただいています。 

委員 そうではなくて、全部の小学校の校長先生が出てきていないので、それぞれの

校長先生の生の声をこの会に反映されないのはどうなんでしょうか。 

事務局 全部の学校からではないが、小学校 8 校を代表してということでお願いして

ございますので、菅谷校長先生にお願いしたいと思います。 

委員 先ほどおっしゃられたように統合という話は決まっていないというお話です

が、今の資料の中で数字を見ていけば大体どうなるかというのは分かるような話で

すよね。そこは分かっているので、それであれば我々の吉原小は、校長とか君原さ

んの校長とか当事者が出るべきではないかと思います。24 名で 20名なので、入れ

られるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 今名前の出ました吉原小とか君原小の校長先生のご意見をということであ

れば、委員会の委員としてではなく、オブザーバーのような形でこちらに来ていた

だいて、ご意見を伺うという方法も取れるかと思います。 

委員 入れられない理由はあるんですか。 

委員 アンケートを見ると何人クラスがいいですかとか、要するに縮小する範囲を決

めたいということではないですか。例えば 20人のところは 20 人に入れざるを得な

いという、皆さんこれをぱっと見たときに、小さいところは統合されるんだなと。

一番小さい学校が出ていないのはどういうことですかということを聞いている。い

やそこまで必ずしもそこまで考えていないというのであればいいんですが、当然尐

ないところが統合されていくというのが中身ではないか。まだそこはまっさらだよ

と、これから案として出てくるのか、そういうことなのかそこがちょっと、多分皆
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さんも私も見て尐ないところは統合されるなというイメージの方が強くなります

よね。 

委員 事務局から、これから方向性を決めるというお話がありましたけれども、この

数字を見れば明らかですよね。したがって小さい学校の校長先生、それから君原小

学校には学校後援会という組織もあるんですよ。後援会の会長を入れるとか、本当

に地元の意見を聞くのであるならば、私は君原小地区の代表としては、後援会も是

非お願いしたいと思います。 

事務局 大変学校というのは地域と密着しておりまして、特に小学校は 100 年以上の

歴史があります。この再編検討委員会は検討委員会として、アンケートを実施して、

小学校ごとに懇談会を設けて意見をお聞きして方向性を定めていきたいと考えて

おります。 

委員 アンケート結果で 10 人がいいと、教育の質を高めるためぎゅうぎゅうすし詰

めじゃなくて 10 人がいいとなったどうするんですか。 

事務局 たとえば、そういう結果が出ればそれをベースに議論を積み重ねていくとい

うことになります。生々しい話で、土浦市で話題になっていますが、そういった意

向があれば統合とか廃校とかが止まって、考える状態になっていますが、何が何で

もということではなくて、あくまでも子どもたちの教育環境で、町としてやれるこ

とがあるのであればやらなければいけないという考え方があります。また、マンモ

ス化しています本郷小学校の場合ですが、統廃合ということだけではなく学校の分

離という問題もありますので、進めていかないと、これまでの地域バランスは、昭

和から平成へは問題なくきたんですが、人口の偏りですとか、それから、どういう

風に考えるかということを皆さんからご意見をいただいて、この再編計画を立ち上

げていきたいと思います。 

委員 申し上げたいことは、いま諮問書が出されたわけですから、諮問書の内容に沿

って答申書を出さなければいけないんですよ。そのためにも現場の意見を聞きたい

ということなんですから、柔軟に対応されたらいかがでしょうかね。20 名の委員

が 24、5 名になっても問題があるようには思えませんが。 

事務局 お話に出てきた、君原小とか吉原小の校長先生のお話でしたら、次回以降是

非お声を掛けて学校の実態というものをお伺いする機会というものを作りたいと

考えております。 

委員 そのときは、是非大きいところの本郷小の意見も聞いていただければと思いま

す。小さいところと大きいところをバランスよく聞いていただきたい。 

委員 あくまでも再編検討委員会なので、あまりメンバーを増やしてしまって個別の

意見が出てしまうと、とてもまとまるものもまとまらないような気がしますので、

まずは予定を見ると住民の意見を聞く交換会もありますし、パブリックコメントを

取る予定もあるようですのでそこで皆さん意見を出していただくとか、事務局から

ありましたオブザーバー参加をいただくとかしたほうが議論としては進むのでは

ないかと思うのですが。まずは揉んでもらって、それをいったん戻すといったほう
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が進むような気はします。 

委員 人数が倍になればそうかもしれませんが、2，3 名追加されたからといってそ

れはたぶん関係ないんじゃないかと思います。いかがですか。 

委員 ここに 24 人までの枠があるわけですから、4 人増やしても先生が言われたよ

うな問題は発生しないと思うんですよ。 

委員 人数的にはいいかと思いますが、当事者となると先ほども出ましたが個人的な

意見が出てしまうと収拾がつかなくなってしまうのではないかと思うんですよ。 

委員 個人的というより学校現場の意見を聞きたいということなんです。 

委員 それであれば、その機会はあるように拝見しましたので。 

事務局 中島先生のおっしゃるように、個別具体的な話になってしまうと、全体とし

て、やはり阿見町の学校としての姿として望ましいのはどういったものかというこ

とをご議論していただければというのが前提で、そのなかで大規模校、小規模校の

実態がどうなんだ、自分の地区の学校しか知らないので、ほかの学校の様子も聞き

たいという話であれば、規則の 6条 4項に「委員以外の者の出席を求め意見を聞く

ことができる」とありますので、先ほども申したとおりオブザーバーという形で話

を聞くというのが望ましいかと思います。個別具体的な問題については、それぞれ

の地区に出向いてご意見を伺う機会もございますので、そちらのほうがいいのかな

と思っています。 

委員長 ただいま事務局の考え方、是非直接参加していただいたほうがよろしいんで

はないかという意見が出ているわけでございますが、それ以外の方でこの意見交換

を聞いてどのようにお考えでしょうか。 

委員 この検討委員会の中で議論を進めていく中で、小さい学校の実情を知りたいと

いうことであれば、次回の会議で参加して説明をしていただく形をとっていけばい

いのではないかと思います。 

委員 先生の話は分かるんですが、先だっても君原小の校長先生とお話しをしまし

て、今検討委員会はどんな形で設立されているのかと聞いたところ、私はメンバー

に入っていないから、内容は今後どのように進めていくのか分からないという話で

した。したがってどういう立場で代表として今回入ってこられたのか伺いたい。 

事務局 町内の校長先生の会で校長会というものがありまして、そちらのほうにこう

いった検討委員会を設置するに当たって代表の校長先生をお願いしたものです。校

長会の中でご検討いただき、代表として小中学校それぞれ 1 名出ていただいており

ます。 

委員長 先ほどご意見いただいた数名の方いかがですが、気持ちとしては次回からす

ぐに委員として参加していただきたいというお気持ちが強かったように思います

が。 

委員 検討委員会も 6回なんですよね。やはり時間的なものも考えるとどうでしょう

かねぇ。 

事務局 6回というのはスムーズに行った場合で、委員会の皆さんの意見でもっと回
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数を増やしてということであれば事務局としては可能です。次回は具体的にこうい

った資料を出して、こういったことについて議論してはということであればそれは

それで可能です。 

委員長 この意見は一番基本的なところですね。もう尐しご意見があったら、区長会

のほうからもどうですか。 

委員 スケジュールを見ますと、何回も諸々と意見を取り入れるというのがあります

ので、その都度委員会を開いてですね集計的なことをやったらいいのではないかと

思います。回数的には 6 回というのは尐ないのでは、阿見町全体の小中学校といっ

た大きな問題なので検討委員会としては回数が尐ないと思います。 

委員長 回数については、そのつどの会議の中の状況を見て、予定はこの 6 回ですけ

れども早急に開こうという状況になりましたら、この検討委員会の中で決定して増

やしていくという方向でいきましょうかね。ただ、先ほど出ておりました、第 2回

目から直接君原、吉原、本郷、実穀の先生を加えてみてはどうかというご意見だっ

たかと思いますが、この件はどうしますか。事務局としては、尐しそういった形で

はなく、必要であればオブザーバーという形で呼べばいいのではないかという意見

ではなかったかと思います。相対立となっておりますけど。 

事務局 担当が申しましたとおり、校長会から 2 名ということで出ていただきまし

た。学校の実情とかですと、委員ではなくて必要であればオブザーバーとして呼ぶ

こともできますので、そのような形で今回進めていければと思います。 

委員長 今黒井課長から事務局としての最終的な意見が示されましたが、そのような

方向でどうですか。なるべく、この席へ関係する先生方の直接の声をお聞きしたけ

れば、代表の先生方小学校中学校から出ているわけですが、オブザーバーとしてお

呼びして自由に発言していただくという方向でよろしいですか。ご意見いただいた

方いかがですか。そういうことですすめていきましょうかね。 

委員 分かりました。 

委員長 ありがとうございます。それでは、続いて議事の２．阿見町及び阿見町立学

校の現況について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 資料２について説明。 

委員 ４ページの学級数をどのように算出したのかをお聞きしたいのですが。例え

ば、阿見中学校の 4 年生 111名で 4 クラスになっているが、120名までは 3 クラス

ではないか。学級数を見る場合は 1 クラス 40人で見るべきではないか。 

事務局 国の基準では、小学校 1年生は 1 クラス 35人です。2～6年生は 1クラス、

40 人学級となっています。ただ加配といいまして、運用は小学校 2 年生１クラス

35人学級になるように、3．4年生は茨城特例というのがありまして、36人学級が

3 クラス以上になった場合、先生を増やしてもらえますので、108 人で 4 クラスに

なる部分があります。さらに、中学校 1年生には、中１ギャップの解消ということ

で、今申し上げた 3.4年生と同じように、108 人で 4 クラスに変わります。ただ、

これについては民主党さんから自民党さんに政権移行して、基本的にすべての小学
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校 1 年生から中学校 3 年までの全学年で 35 人学級へ段階的に移行することがアナ

ウンスされておりました。小学校 1.2年生はなったんですが、3年生が今年進行す

る予定だったのですが、予算か何かの都合で止まっています。ただ、基本的には文

科省では 35 人学級を進めるといっておりますので、先を見た学級数を決めるとき

に、本則の 40名で見るか、35名で見るかは、悩ましいところがあります。 

委員長 立原委員、ということはご理解いただいたのですか。 

委員 統計を出していく場合に、そこの基準をきちんとしておかなければ、あいまい

な学級数になってしまうと思ったので、法律で決められた 40 人でやっているのか、

今ありました茨城特例も含めているのかをはっきりしておきたかったので質問し

ました。 

事務局 本則の 40 人学級でやってしまうと本当の学級数になりませんので、今分か

っている特例を入れた形で計算しております。そうしませんと学級数不足になって

しまいますので。 

委員 先ほど区長会というお話があったんですけれども、今言った話は我々分からな

いですよね、実態は先生方しか、一番大事なのは、我々は再編ですから、お金もな

くなって子どもも減っていけば再編になるのは仕方がない、数の論理で仕方がない

というのは皆さん思っているんですよ。だけど我々が分からないのは、実際に働い

ている先生方がどのような思いでやっているのか、子どもが増えるところに先生方

を増やすのは当たり前ですが、実際教育の現場でやっている先生方がこの状況で極

端なことをいえば、いや特別なクラスを作ったっていいじゃないかと、小さいとこ

ろですね君原とか極論ですよ。ひとつの時代を擁護するそういうものを作たってい

いじゃないか。だから、先生方の考え方が分からない。我々は単純に数ですよ、尐

なければ減らしたってしょうがないということもあるし、文化のあるところをいい

のかという議論しなければならない。実際働いている先生方の現場として何が問題

があるかということを無視して単純に数の論理で再編されて多いところは増えて

当たり前、尐ないところは合併されて当たり前というのが今までの論理ですよね。

現場で働いている先生がどういう環境でどういうご不満を持って働いているのか、

不平じゃなくて不満ですよね。不満はやることをやって不満があるということです

ので、分からないんですよね。 

委員長 そういうところが分からないということですよね。答えはどうするんです

か。 

委員 実際に統合になる先生がいないから分からないでしょうけど。それで先ほどそ

ういう意見が出たんですね。共通していると思います。まして回数が半年に 1，2

回ですよね。限られた中で、そういう物事を深く考えられるのかなというのが不安

です。 

委員長 是非もう尐し頻繁に開いてほしいというような意見ですね。 

委員 再編に当たっては、こんな問題があるんだよという先生方の生の意見を聞きた

い。我々だけの数の論理だけでやるのではなく、実際やっている先生のご意見は、



 12 

こう思っているんだ阿見町の教育をこうしたいんだというものを聞きたいなと私

個人は思っています。 

委員長 そのお気持ちは、皆さんの共通だと思いますので、オブザーバーということ

でお呼びしようということに先ほど決まりましたので、ぜひそういうことを考えて

いきましょう。 

委員 7 ページの町立学校の概要というところで、教育委員会では学級数のところを

17級と呼んでいるのか。学校では 17学級というふうに呼んでいるが。 

事務局 7学級と訂正させていただきます。 

委員長 ということは、級ではなく学級というふうに入れて下さい。 

委員長 それでは、続いて議事の３の町立学校の再編に関するアンケート調査につい

て、事務局から説明をお願いします。 

事務局  資料３について説明。 

委員 2 ページ児童数のところなんですが、全学校の児童数と学級数が書いてありま

すが、先ほど校長先生と事務局が茨城県特例とか決まりのあるという話がありまし

たが、実際に保護者は知らない人が多いんですね。本郷小学校の 5年生、昨年まで

は 4クラスが本年度から 3クラスになっています。それには決まりがあるというの

は私たちは聞いているのですが、多分こういう統計を出しますと、例えば、本郷小

の 2年生と 5年生で 5年生のほうが人数が多いのになぜクラスが尐ないのかという

話になると思いますので、是非そういうところをいい機会なので、人数の決まりな

どを入れていただくと私たちの知識がせっかくの機会なので、私たちも覚えられる

ので、是非アンケートのところに尐し書き添えていただければと思います。 

事務局 この学級数なんですが、今の実際の学級数なんです。足し算をしていただく

と合わないと思いますが、特別支援学級というのもありますが、何年生と入れられ

ないので、合計のほうが多くなっています。それから、立原先生と話していた内容

は、特に 3クラスのところでギャップがありますので、疑問があるとすれば正確に

書くと複雑になってしまうので、簡単な説明を入れたいと思います。 

委員長 アンケートの中に皆さんが分かるように簡単な説明をするということです

ね。 

委員 このアンケートは保護者の意見を反映させるということで、小学校、保育所、

幼稚園に通っている保護者ということでよいですか。 

事務局 そうです。 

小松沢委員 だとすれば、明治時代開校のじいちゃん、ばあちゃんが卒業した学校が

あるわけですから、全世帯を対象としたアンケートを是非お願いしたいと思いま

す。 

委員長 全世帯をというご意見ですね。 

事務局 保護者以外の方につきましては、地区に出向いた意見交換会の中でご意見を

伺えればと考えております。今回のアンケートにつきましては、あくまでも保護者

だけということで考えております。 
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委員 ただ具体的に、君原、吉原とか実穀とかは児童数が尐ないというわけですよ。

ただ、そこに住んでいる方は多いわけですよね。ですからその人たちの意見を聞か

なければ一部の保護者の意見だけで、数値だけで今後検討される危険性もあります

ので、今言った人数の尐ない学校等につきましては、じいちゃん、ばあちゃんの小

学校に対する思いというのはあると思いますので、是非その辺の意見も尊重してア

ンケートの対象としていただきたいと思います。確かに意見を聞く場はあると思い

ますが、その場ではお話できない方や出席できない方もいると思いますので、お願

いしたい。 

事務局 これから再編の基本計画から実施計画を策定していく中で、子どもたちの教

育にとって望ましい姿として、規模ですとか配置などを検討していくことになりま

すが、計画の次の段階でアンケートや意見交換会などの結果も踏まえた答申が出た

中で次の段階にいくわけですが、具体的な実施については、さらに地区の方との懇

談をした中で実際にやっていくようになりますので、今の段階では基本的な考え方

の整理のためということで、事務局としては保護者のみのアンケートということで

考えています。 

小松沢委員 先ほどから幅広く意見を聞きたいということですので、なぜそんなにこ

だわっているんですかね。 

委員 アンケートは記名無記名どちらですか。 

事務局 無記名です。 

委員 今おっしゃっていることは、OB の方たくさんいるわけですよね。今の保護者

というと、新しい方のほうが多いかもしれませんけど。それは分かりませんけど。

昔から学校を愛している人の意見も聞いてくれという意見だと思います。だから、

全戸回覧で提出して集めることは可能かなとも思いますが、町では費用はかかりま

すが。 

委員 尐数意見になりますよね。子どもが尐ないと。 

委員長 小松沢さんが質問しているのは人数が尐なくなってしまうということで、実

穀、吉原、君原という尐ないところで、町全体ではなくてというお話ですね。 

委員 今の補足ですが、集計の仕方にもよるんでしょうが、例えば統合されない側の

保護者の方たちは、統合してもいいという意見になるのではないかと思いますね。

そのときに集計の仕方で全体をひとかたまりにしてやるのか、地区ごとに数値を出

していくのか、あるいは公表するのか、この検討委員会で利用するのかによって、

今のような意見が出てこようかと思います。 

委員 だから、今の現状ではやらなくても大体分かってしまう。だから、そうでなく

て OB も含めて、全体で例えばペーパーを小さくしても、全体で取ってみて、今の

保護者では新しい人が多くて、当然結果が見えていて、アンケートにならないので

はないか。 

岡田委員 全体となると、多いところの地区も全部とってしまうと、全体のバランス

は同じになってしまうので、また地区によって取る場所と取らない場所があると、
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またバランスが悪くなってしまうと思います。やはり、どの地区でどのような意見

が出たかをまとめるのが一番有効ではないかと思います。例えば、君原でしたら

10 人の意見を取りましたと公表した上で議論になるのかなと思います。全体を取

ってしまえば、本郷地区は全体として人数も多いわけですから児童だけでなくて、

そうすると分母が非常に多くなってしまい、結局は全体取ったら同じになってしま

うと思います。 

委員 それじゃでかいところにかなわない。結果はわかっていますよね。やらなくて

も。 

岡田委員 本郷地区で統合していいという意見が出るかは分かりませんが、全体を取

るとなっても難しいのかなと思います。 

事務局 アンケートについては、長尾委員からありましたが全体的に単純に集計はし

ますが、そのほかに年齢別、地区別にクロス集計といいますが、例えばどこの地区

は何が多かったという意見は集計として出てきますので、分母が大きいとか、小さ

いとかに関わらず、どこの地区の意見がどうだという集計は出てきます。結果につ

いては、検討委員会でも数字を出しますし、ホームページ等でも情報の公開はして

いきます。 

長尾委員：アンケートは一回だけか。意見交換会は 2 回ありますが、その前後でも

いいですがいろいろな意見が動くと思うんですよね。そのあたりはどうですか。1

回で充分なんでしょうか。 

事務局：今回は全体的に実施して、学校に対して保護者の方がどう思っているのかを

取るんですが、各論になってきた時に地区に対し、アンケートを取ったり、さらに

説明したり意見を聞いたりというのは、必要なことだと思います。今回は大きなつ

かみで皆さんどのように考えているのかをつかむアンケートですので、再編という

のは簡単なものではないと思います。長い歴史のある学校をどうするかということ

なので、具体的な形が見えてきたら、その都度その都度、地区で説明しなければ、

いくらこちらでこうやるんだと言っても、これは絵に描いた餅になってしまいます

ので、ひとつひとつ詰めて合意を取っていかなければ、計画は進まないと思ってい

ます。 

委員 私、個人的にはこれから子どもを通わせる保護者の声というのは、それだけで

聞きたいなという思いはあります。どの学校にも歴史的な背景というのは絶対あ

ると思いますので、アンケートの結果とその後の意見交換会の結果等を踏まえて、

改めて地区ごとにアンケートなりを実施すると、事務局おっしゃってましたが、

そういう形で実施するのもいいのではないかと思います。 

委員 ただ、アンケートをとって数字が出てしまうと、数字にたよって数字が一人歩

きするんですよ。だから、私は小さい君原とか吉原とか実穀については、全体を

対象とした中での意見を聞いてほしいとお願いしているんです。 

委員 例えばアンケートで、お子さんを持っている親御さんは、大人数のクラスで同

じような感じで勉強させたいと、でも学校を残したいという一部の地域の方々が尐



 15 

人数でいいのではないかという話で、実際に学校に行く子どもたちが、それでハン

デというか、本当はそちらの学校に行きたいのにという気持ちが、そこで閉ざされ

てしまうと、かえってよくないのかなとも思います。実際通っている子どもさんの

意見も尊重してあげたほうがいいかなと思います。 

委員 だからこそ、子どもの意見も、保護者も地域の意見も聞こうというのがこのア

ンケートの発想じゃないですか。 

委員 一緒くたで集計するのでなく、分けて集計すればいいかなと思います。保護者

の意見と地域の意見とを分けて。 

委員長 だいぶ具体的なアンケートの取り方、集計のとり方。 

委員 アンケートのとり方で決まってしまいますね。意図的な取り方でどういう結果

が出るか。 

委員長 実穀、君原と吉原の尐ないところは、この機会にとっておいたらどうかと、

その集計の方法も工夫していくと。 

事務局 いろいろなご意見をいただきありがとうございます。今回につきましては、

このような形でまずは実施させていただきたいと考えております。その後に、今回

の議論も踏まえて、例えば特定の地区だけアンケートを実施するとか、子どもさん

へというご意見もありました。そういったことも検討させていただくということで

いかがでしょうか。スケジュールの話になってはいけないんですが、まず、夏休み

前に子どもさんを通して保護者にアンケートを取りたいということで考えており

ましたので、この方法でやらせていただくということでいかがでしょうか。 

委員 それじゃ事務局の意向であって、検討会の意向ではないじゃないですか。 

委員 2 回目からは検討委員会の意向を尊重するということですか。 

事務局 教育委員会としても、まず学校に来ている子どもさんの保護者の本当の考え

方というものをつかみたいと思っています。アンケートを実施すれば、いろんな形

で集計ができると思います。そのデータを見て、こういうものも追加でという話が

あれば、議論を進める上で必要なものであれば、追加して何らかの形でやっていき

たいと思っています。 

委員 アンケートの中で県の教育委員会の指針が出ていますが、どうしても出さない

といけないものですか。ずいぶんこの意見に左右される恐れが出てきませんか。も

っと公平に意見を徴収したほうがいいのでは、ないほうがいいのではないですか。 

事務局 事務局としては、あくまでも 2ページ同様情報の提供として入れているもの

で、案ですので、本日の議論の中で、必要ないということであれば削除しますし、

皆さんのご意見を伺った中で最終的なアンケートの内容を決めたいと思っていま

す。 

委員 統廃合のメリット･デメリットが両方載っていれば賛成したんですが、県の一

方しか載っていないので違和感を感じて、両方乗せるのであれば堂々と両方載せて

意見徴収したほうがいいのではないか。両方あるのか分かりませんが。 

委員長 メリット・デメリットを取り入れる要素はありますか。 
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事務局 メリット・デメリットについても、載せてはどうかと事務局内でも話をした

ことではありますが、県の指針を削除することも、メリット･デメリットを尐しま

とめて載せることも議論の中で、それが望ましいということであれば、変更するこ

とにしたいと思います。 

委員長 事務局からも弾力性が出てまいりましたがどうですか。検討してここに追加

していくということになりますか。メリット・デメリットについて、尐し聞こえづ

らいところがあったのでもう一度お願いします。この設問で行くと全体的なという

ことですか。 

委員 例えば、クラス替えが可能であると、2クラスにするという質問がありますね、

そうしますとクラス替えがないとだめだという方向にこの文章がなっているんで

すよね。反対にクラス替えがしない方が良いという考え方もありますね。そういう

一方的な意見ではなく、もう一方側の資料も公表できるのであれば、入れてはどう

でしょうかということです。 

委員 メリット・デメリットということよりも、計画が白紙の状態であるということ

であれば、これもなくしてもらって単純な質問だけで実施するのがいいのではない

かと思います。 

事務局 貴重なご意見ありがとうございます。私たちも県の基準とかには弱いもので

すから。2 ページについては、現状の数字ですので誰がどう見ても変わらないので、

お知らせしないといけないと思いますので残しますが、県の考え方については、藤

平さんの言われるとおり、私たちは生の声を聞きたいので、こういった傾向をみせ

てしまうと影響を受けるという指摘がありましたので削ってみたいと思います。 

委員長 6ページの茨城県教育委員会の指針の概要をすべて消すということですね。 

委員 アンケートの対象ですが、小学生、幼稚園、保育所で、0 歳児とか 1 歳児、3

歳児くらいまでにはしないんですね。 

事務局 保育所･保育園については、0 歳児からおりますので、0歳児の保護者も対象

としております。 

委員 保育所に行っていない 0 歳児もいますよね。そういう場合はどうするんです

か。 

事務局 今回については、保育所・保育園を通してのアンケートということで、ご自

宅でお母さんが見ているところにはいきません。 

委員 例えば、働いていないおじいちゃん、おばあちゃんが見てる田舎のほうは、3

歳位まではおじいちゃん、おばあちゃんが見てる子もいますよね。どっちかという

と町場のほうが 0 歳児から保育所に預けている人がいますけど、田舎の方に行く

と、実穀とか吉原とかにいくとおじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見てるのがあ

ると思いますが。 

事務局 ご指摘のようなこともあると思いますが、アンケート分析の中で、地区、子

どもさんの年齢など区別できるようなクロス集計を取りますで、分かるかなと思い

ます。 
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委員 現在つかんでいる実穀小地区の 0 歳児は 24 人おりますが、例えばそのうちの

何人かは 0歳児だけれども、子どもが 3人いた場合などは、個別にアンケートをや

りますか。児童１人で 1 枚のアンケートですか、それとも 3 人で 3枚のアンケート

ですか。 

事務局 世帯に 1枚です。 

委員 世帯に 1枚だと、その世帯に 0歳児がいるかとか分からないんじゃないですか。 

委員 とりあえず、アンケートをたくさん出してしまうと大変なので、これで 1回出

してデータをあげて、それから考えればいいと思うんですよね。そのデータに基づ

いて、いろいろと話し合っていかないと、最初にどこに出すとか出さないとかずう

っと話してると、これだけで終わってしまうので、幼稚園、保育所、小学校に出し

て、一部の意見ですが全部の意見を集約してしまうとそれは大変なことなので、と

りあえず出してあがってきたもので話をすればいいんじゃないですか。それじゃだ

めですか、やっぱり。 

複数意見 それでは偏ってしまう。数字が一人歩きする、 

委員 ただ、そこで何もかも決まるわけではないので。 

委員 調査期間がネックになっているんですね。もし区長さんを通して、全体の意見

集約、アンケートをするのであれば、これは難しいですよね。学校とか保育所、幼

稚園であればすぐに回収できるのでその予定で日付も。難しいですよねこの時間で

はね。 

委員 県の教育委員会の適正規模の指針について再質問ですが、問 10 の 4 番「茨城

県の指針（下記参照）にもとづき適正規模化を進めるべきである」という項目が入

っていますが、これは削除するわけですね。先ほど、指針の概要を削除するんだよ

ということであれば、4 番が該当しなくなるので、削除ということになるわけです

ね。それと、前項の 4番位からどのくらいのクラスとか、どの程度の人数とかにつ

いては、ある程度茨城県教育委員会の小中学校の適正規模に関する指針に網羅され

ている数字、12～18 クラスがいいだろうとか、35 人程度がいいだろうとか適正ク

ラスが網羅されているわけですね、そうすると、その後に入って、こういった指針

を内々的に示しておかないと、急に数字だけだして、統廃合したらどうなるんだろ

うという問 10 からの質問にいってしまっていいのか。この指針を暗に示さないで

いってしまっていいのかどうか整合性がとれるのかどうか、問４から問９の数字の

整合性がとれるのかどうかということなので、私としては、問 10 の後ではなくそ

の前段で、阿見町の状況はこうだ、茨城県の指針はこうであるからアンケート調査

を行いたいというようにできないか。 

委員長 先ほど削除しようということになったが、逆に冒頭の掲げてはどうかとの話

です。 

事務局 茨城県の適正規模の指針の概要ということで、5 ページの指針をお配りして

いますが、事務局の方で圧縮したもので、指針というのは 2 行だけで、小学校はク

ラス替えが可能である各学年 2 学級以上（計 12学級以上），中学校はクラス替えが
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可能ですべての教科の担任が配置できる計 9学級以上が望ましい。これが茨城県の

適正規模の基準なんです。それが大元にあって、それに対して複式学級を解消しろ

とか、他のことが後から付いてくるんですが、最終的に茨城県として目指す、学校

のあるべき姿は 2つに収斂されています。余計なことをたくさん書いてしまうと、

図るべきだとか都合が悪いとか、デメリットがたくさんあるから変だろうという、

確かに解説を加えてしまったので、デメリットが書いてあるんですね。確かに適正

規模とは何といわれると、この 2 つがないと分からないということがありますの

で、適正規模の基準だけで、他の解説を抜いてしまうこともあるのかなとも思いま

す。 

委員 問 10の 4をカットして、指針を削除するということですね。今の段階では。 

事務局 先ほどの説明を補足しますと、6 ページの指針の概要と書いてありますが、

茨城県教育委員会の指針、基準というものは、中点の一番上にある「小学校はクラ

ス替えが可能である各学年 2学級以上（計 12学級以上），中学校はクラス替えが可

能ですべての教科の担任が配置できる計 9 学級以上が望ましい。」というのが基準

で、それ以下についてはこれを説明しています。先ほど申したのは、全体的に分か

らなくなってしまうということであれば、この基準の部分だけ残して、問 10 の 4

番をそのままにするということも可能という説明をさせていただきました。 

委員 このアンケートは元々が茨城県教育委員会の要望のもとやるのか、それとも阿

見町教育委員会が自分たちがアンケートをとるのか。そこで茨城県がやるなら載せ

ておかないと、最終的にはこれがいきてくるんでしょう。 

事務局 今回のアンケートは阿見町が主体的に実施するもので、あくまでも県の指針

として載せているものです。 

委員長 そうすると坂本委員、問 10 の 4 番のところ先ほど合意したところでいくと

すべて削除するということになるとすれば、アンケートは阿見町が独自だというこ

とですので、県には関わりがないよということであれば、当初課長が削除するとい

ったものであれば 4 番を消すということに、指針の概要を消すということなので分

からなくなりますのでね。 

事務局 削除するということでいいかと思います。 

委員長 その点は皆さん先ほど合意した事なので、削除するということでいいです

ね。先ほどアンケートを尐数の 3つの小学校については、集計の仕方を工夫すると

いうご意見ですよね。事務局が考えている当初のものでいくとこういう、小学校 3

校の尐ないところだけ全世帯を取ってみたらこういう数字とそこへ足されるわけ

ですが、学校教育課が考えていた当初のアンケートのとおりクロス集計をしたりし

て進んでいく、その他にこちらの数値もあるからそれも参考にしたときにどういう

評価になるかというもう一つのものが出てくるわけですよね。それについては、先

ほどの意見でそれを実行してからやったらいいんじゃないかという意見ができた

わけですが、そうじゃなくてあらかじめ 3 つの学校については取ったらいいのでは

という 2 つの案に分かれていますね。 
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委員 例えば小学校、中学校全部に出しても 100％返ってくるわけではないと思うん

です。0歳以下という話であれば、もし家庭に送っても返って来ないことを想定す

るわけではないんですが、0 歳、1 歳、3 歳児とか、それぞれの時期にさわやかセ

ンターで検診を行っているので、そういう時に別になってしまうかもしれません

が、アンケートを出して自分の地域の事がこういうふうになっているというのを分

かってもらうというかアンケートを取るような形もいいのかなと思います。とり方

も色々あるのではないかと思います。 

委員長 統一した今回ご提案の他にプラスアルファーとして、アンケートを取って何

かの参考とするというご意見ですね。先ほど、こちらの区長会の方からご意見が出

ていまして、参考にとっておいたらいいんじゃないかという、そのこと自体は難し

い事ではないんじゃないかなという、事務局とは所期の目的から外れてしまうとい

うことを心配しているのかな。 

事務局 アンケート全数取ればいいんですけど、今まで学校を通して実施すると非常

に回収率がいいんです。普通であれば 2割、3 割くらいなんですね。学校を通すと

9 割くらいに、今回もそれを期待しています。それから、アンケートの３ページを

ご覧になっていただきたいんですが、私どもも町全体のひとつの集計ではまったく

役に立たないと思っていますので、小学校区を入れてありまして、それでクロス集

計といいますが、阿見小学校区であれが阿見小学校区の考え方とか、実穀小学校区

なら実穀小学校区の考え方が、全部をやるのではなく、そのために設問の１，２，

３と設けていまして、お子さんが 3 人のところは変わってしまうんですが、幼児の

子どもがいる人は何を考えているとか分解して、そうした結果をもとに次に委員さ

んたちに見ていただいて、次のステップを考えていただきたいなと思います。こち

らのほうで素案を作りますので、次につなげていきたいと思います。 

委員長 別途アンケートを検討して実施するととらえてよろしいですか。 

事務局 このアンケートを踏まえて必要であれば検討したいと思います。 

委員長 さきほど中島委員から出ました日程的なものも考えると、区長さんから出

た、実穀と吉原と君原はとってみたらどうかという依頼は区長がお願いして回収す

るということになるんですか。 

委員 このアンケートは実施するということで確定したんですよね。 

委員長 今のところは質問ですから、最終の結論は今からですよね。 

委員 このアンケートは実施するという仮定で、早くやるには小中学校から発送依頼

ですね。それから、阿見町にある幼稚園、保育所そういうもの、それから大越さん

が言われたような検診に来たお母さん方に渡してやれば、回収も早いので、日程的

にももし余裕を作るのであれば組織を使って、行政区を使ってやると回覧に最低 2

週間かかります。大きいところは 2 週間以上かかると思うんですよね。そういうこ

とをやるにあたっては、行政区、区長ではなくて、町の施設の小中学校を活用して、

アンケート調査をして回収したほうが目的を早く達成させるのではないかとそう

思います。 
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委員 初日でこうですから、とりあえず私ぱっと読んだんですが、必ずしも教育をす

るためにはひょっとしたら 10 人というのが多くなるかもしれませんですね。必ず

しも尐数の方が不利だとは、何クラスがいいですかというところは不利かもしれま

せんが、必ずしも皆さんがどんな教育を望んでいるか、質の問題でぎゅうぎゅう詰

めを望まないから、逆にいったら尐数というものが出てくる可能性もありますよ

ね。とりあえず１回これでやってみて、また皆さん考えたほうが、そうでないと先

が進みませんね。皆さん結果だけで、こうだろうこうだろうと思って議論すると、

そのこうだろうが見えてきませんから、とりあえずはこれでやってみてはどうでし

ょうかね。 

委員長 ただ今のご意見でうなずく方が多くなりましたね。ご意見の方どうですか、

第１段進んでその結果を踏まえて、再度アンケートを考えて実施するのというのは

どうですか。その結果を踏まえるということでいかがですか。 

委員 事務局のさきほどから行っていることに対しての、できないできないの理由が

はっきりしない。要するにもう印刷してしまったのでできないとか、そういう計画

があるのでできないよとか、そんな何か引っかかりあるんだよね。枚数が決まって

いるから出来ないとか、ましてやこういうふうに日程が決まっているからできない

んだよと。そんな小さいところを対象にやるんだからそんな難しい事はないと思う

が。 

事務局 そういうことはございませんで、今日の議論を踏まえた中で最終的に内容を

決定し、来週以降印刷に入る予定ですので、もう印刷してしまったというようなこ

とはございません。６ページの指針も削除しますし、けっしてもう準備万端整って

いる訳ではありません。あくまでもここでの議論を踏まえてアンケートを実施する

ということです。 

委員長 皆さんが、このアンケートの内容で実施することということに賛成でしたら

拍手をして下さい。（委員から拍手多数）ありがとうございます。それでは、この

内容で決定しましたので一部修正して。 

委員 内容のところで、問 11 と問 12は学区選択制ということを阿見町は目指してい

く方向で取るんですか。今は地域で住んでいるところで通うわけですね。だけどこ

れは学校を選択する方法で古河市などもやっていましたけど、やめましたけれど

も、そういう方向で阿見町は考えていくということのためにする質問ですか。 

事務局 この点に関しては、学区選択性と再編というのは両方のツールになっていま

す。そのための設問で、阿見町教育委員会が学区選択性を選択するか意図を持って

この設問を作っているわけではございません。 

委員 実はですね、わりと阿見町の場合は、昔中学校が 1 校だったということもあっ

て、ある学校にどんどん集中していっている現状があるわけですね。結局ここにこ

ういうことがあると、やはり通学区はもっと柔軟に考えていいと、考えていこうと

いうふうな考え方が多くなってくるというふうに思います。現在でも、出て行って

しまう学校については、いろいろな部分で不合理が起きてきていることがあります
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から、そこを配慮した上でのアンケートであるのかというのが非常に重要かと思い

ます。 

委員長 重要ですよね。現時点はこの学校選択というのは出来るんですか。行政区エ

リアで決まっているのと違いますか。 

事務局 法令で複数の学校がある場合、町の教育委員会は入る学校を指定するという

決まりがあります。阿見町はその制度に則って、あなたは阿見中、あなたは竹来中

という就学通知というものを発行しております。選択制というのは、私は朝日中に

行きたいよと選べる、そういうふうにやっているところもあるんですが、現状の阿

見町では学区選択性は取っておりませんし、また、教育委員会の中でも積極的に選

択性に移行しようという意向はありません。 

委員 そうしたら 12番はいらないのではないか。それとも意見を聞きたいのか。 

事務局 再編もそうなんですが、教育委員会がこうだからこうなんだというわけでは

ないんです。今回は、そういう意見を聞きたくてアンケートを取りますので、始め

から Aと Bをくっつけてどうですかではないんです。こういうことを聞きたいとい

うことでやりますので、よろしくお願いします。 

委員 現状学校選択をしているような一部の保護者に対しての指導ということが教

育委員会として、今回の事は関係ないんですが、ないとこれから学校経営している

人としては不合理が起きてくるということがあるということを含んでおいていた

だければと思います。あまりにも保護者が自由に、こっちの学校に行きたいこっち

の学校に行きたいということが現状あるということを心配しているわけです。 

委員長 現実あるんですか。それで問題があるということですので、そのあたりはよ

く踏まえていかなくてはいけないんじゃないですか。現状はそういう問題があると

いうことを踏まえて､この問 12は聞いておきたいということですよね。この政策に

ついては、ただ今のご意見を踏まえて参考にしていただきたいと思います。 

委員 意見交換会がありますよね。吉原小、君原小、実穀小の小さいところの意見交

換会を踏まえて、三つの地区で合同の意見交換会というものは考えているのかどう

か。取りまとめする時に、統合合併するような可能性があった時に一つひとつ聞く

よりは、三つまとめて聞いておいた方がいいんじゃないかと、そういう考えがある

かどうかです。アンケートの中に意見交換会の事があるので聞いているんです。先

の事ではなくて。 

事務局 当然そういう考えが固まってくれば、バラバラではなくて 3地区なら 3地区、

4 地区なら 4 地区で話し合う機会を持たなければ先へ進まないと思いますので、当

然それはやっていきます。 

委員長 それではご意見を踏まえてお願いします。次に議事 4 番のその他を事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 その他については、次回の日程等をお知らせしたかったんですが、アンケー

ト調査などが終わっておりませんので、後日ご案内させていただきたいと思いま

す。予定では 11 月ですが、その際は、アンケート結果と意見交換会の情報をもと
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に、またいろいろなご提案がありましたのでその点も含めて開催したいと思います

のでよろしくお願いします。それから、公表する前に議事録は皆さんに送付させて

いただいてから、公表することになりますのでよろしくお願いします。 

委員長 議事としてはこれですべて終了しました。最後に皆さんからご質問があれば

受けますが、なければこれで議長を解かせていただきたいと思います。不慣れなと

ころ時間もかかってしまいましたが、なかなか私もぱっぱっと切れないものですか

ら、皆さんにご迷惑かけたかと思いますが、ご理解いただいてご協力ありがとうご

ざいました。 

（午後 5時 15分閉会） 

 


